
研究科 専攻等

法学研究科
法律学
専攻

必 選 必 選
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倒産法特殊講義Ⅱ

労働法特殊講義Ⅰ

労働法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義Ⅰ

刑法特殊講義Ⅱ

民法特殊講義Ⅰ

民法特殊講義Ⅱ

商法特殊講義Ⅰ

商法特殊講義Ⅱ

倒産法特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義Ⅱ

行政法特殊講義Ⅰ

行政法特殊講義Ⅱ

国際法特殊講義Ⅰ

国際法特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅲ

法制史特殊講義Ⅳ

英米法特殊講義Ⅰ

英米法特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義Ⅰ

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目 法哲学特殊講義Ⅰ

合計24単位以上を
選択必修

法制史特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅲ

法制史特殊講義Ⅳ

英米法特殊講義Ⅰ

英米法特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義Ⅰ

民法特殊講義Ⅰ

民法特殊講義Ⅱ

商法特殊講義Ⅰ

商法特殊講義Ⅱ

倒産法特殊講義Ⅰ

労働法特殊講義Ⅰ

合計24単位以上を
選択必修

法哲学特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義Ⅱ

行政法特殊講義Ⅰ

行政法特殊講義Ⅱ

国際法特殊講義Ⅰ

国際法特殊講義Ⅱ

労働法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義Ⅰ

刑法特殊講義Ⅱ

倒産法特殊講義Ⅱ

法哲学特殊講義Ⅰ

法哲学特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅰ

法制史特殊講義Ⅱ

免許法施行規則に定める
科目区分

新
（2026年度教職課程認定科目）

旧
（2025年度教職課程認定科目）

授業科目

単位数

履修方法 授業科目

単位数

履修方法

※2010年度以降入学者は、同一名称科目の単位は、１科目しかカウントできません。

大学が独自に設定する科目

認定を受けている
研究科・専攻等

認定を受けている免許状の種類
（免許教科）

適用年度 備考

中専免（社会） －
令和元年度入学生
より適用する。



研究科 専攻等

法学研究科
法律学
専攻

必 選 必 選

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

労働法特殊講義Ⅰ

労働法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義Ⅰ

刑法特殊講義Ⅱ

民法特殊講義Ⅱ

商法特殊講義Ⅰ

商法特殊講義Ⅱ

倒産法特殊講義Ⅰ

倒産法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義Ⅱ

法哲学特殊講義Ⅰ

法哲学特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅰ

法制史特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅲ

法制史特殊講義Ⅳ

英米法特殊講義Ⅰ

英米法特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義Ⅱ

行政法特殊講義Ⅰ

行政法特殊講義Ⅱ

国際法特殊講義Ⅰ

国際法特殊講義Ⅱ

民法特殊講義Ⅰ

倒産法特殊講義Ⅰ

倒産法特殊講義Ⅱ

労働法特殊講義Ⅰ

労働法特殊講義Ⅱ

刑法特殊講義Ⅰ

国際法特殊講義Ⅱ

民法特殊講義Ⅰ

民法特殊講義Ⅱ

商法特殊講義Ⅰ

商法特殊講義Ⅱ

憲法特殊講義Ⅰ

憲法特殊講義Ⅱ

行政法特殊講義Ⅰ

行政法特殊講義Ⅱ

国際法特殊講義Ⅰ

法制史特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅲ

法制史特殊講義Ⅳ

英米法特殊講義Ⅰ

英米法特殊講義Ⅱ

合計24単位以上を
選択必修

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

合計24単位以上を
選択必修

免許法施行規則に定める
科目区分

新
（2026年度教職課程認定科目）

旧
（2025年度教職課程認定科目）

授業科目

単位数

履修方法 授業科目

単位数

履修方法

法哲学特殊講義Ⅰ

法哲学特殊講義Ⅱ

法制史特殊講義Ⅰ

※2010年度以降入学者は、同一名称科目の単位は、１科目しかカウントできません。

大学が独自に設定する科目

認定を受けている
研究科・専攻等

認定を受けている免許状の種類
（免許教科）

適用年度 備考

高専免（公民） －
令和元年度入学生
より適用する。


